
                                

狩猟免状及び狩猟者登録証の様式変更について 

 

 令和４年３月３１日付けで鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規

則の一部が改正され、「複数種別の狩猟免状」及び「複数種別の狩猟者登録証」はそれぞ

れ１枚にまとめた様式を使用できることとなりました。 

 これに伴い、統合に向けた検討を行っておりましたが、埼玉県では次のとおり狩猟免状

及び狩猟者登録証の様式を変更いたします。 

 今回の変更により、「同じ有効期間の複数の狩猟免状」及び「同じ登録日の複数の狩猟

者登録証」はそれぞれ１枚にまとめることになります。 

  

１ 変更の時期 

（１） 狩猟免状  

・令和７年度狩猟免許試験、狩猟免許更新に伴う免状発行から変更。 

  ※狩猟免状の再交付をする場合は、旧様式で交付することがございます。 

（２） 狩猟者登録証 

・令和７年度狩猟者登録に伴う登録証の発行から変更。 

 

２ １枚にまとめる場合について 

（１）狩猟免状 

 ・複数の種類の免許を所持している方が、同時に複数の免許を更新した場合。 

（２）狩猟者登録証 

・複数の猟法について、同時に狩猟者登録した場合。 

 

３ 手数料について 

  ・狩猟免許更新申請及び狩猟者登録をする際は、これまでと同様に、種類ごとに手数 

   料がかかります。 

  ・狩猟免状の再交付及び狩猟者登録証の再交付については、種類数に関わらず、再交 

   付を行う狩猟免状及び狩猟者登録証の枚数に基づき手数料がかかります。 

 

 

 

 

 

 

・現在有効期間中の狩猟免状には影響はありません。 

・有効期間中の狩猟免状について、特段の対応は不要です。 



４ 新様式（見本） 

（１） 狩猟免状 

 

 

（２） 狩猟者登録証 

    


